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第 1 章 総則 
 
第１章 総則 
１ 策定の趣旨等 
（１）趣旨 
本県では、近い将来、南海トラフを震源とする巨大地震等の発生が予想され、また、異常気象

などによる甚大な風水害の発生も危惧される。特に、大規模な地震災害が発生した際には、災害

対策本部などを立ち上げ、県庁を挙げて災害応急対策や災害からの復旧・復興にあたるとともに、

災害時にあっても、県民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼす業務については継続しなけれ

ばならない。 
しかし、県自体も被災し、業務実施に必要不可欠なヒト、モノ、情報及びライフライン等の人

的・物的資源に制約を受け、業務の継続が困難になるおそれもある。 
そうした状況下において、県の機能を維持し、県民の生命、財産を保護するという県の責務を

果たすため、最優先されるべき災害応急業務及び優先すべき通常業務などを非常時優先業務とし

て特定するとともに、業務実施に必要な資源の確保、配分等の措置を事前に講じておくことによ

り、災害時においても適正な業務執行が図れるよう平成２５年１０月に「大分県業務継続計画（本

庁版ＢＣＰ（Business Continuity Plan）」を策定した。 
本庁のみならず、地方機関においても、県民生活に密接な業務を多く抱えており、非常時に果

たすべき役割が大きいことから、中部地域における「大分県業務継続計画（中部地域版ＢＣＰ

（Business Continuity Plan）」を策定する。 
 
（２）業務継続計画の効果 
計画を策定し必要な措置を講じることにより、業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベ

ルの向上等の効果が得られ、下図のとおり高いレベルでの業務継続を行える状況に改善すること

が可能となる。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

出典：内閣府「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」 
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第 1 章 総則 
 
２ 業務継続計画の基本的な考え方 
（１）業務継続の基本方針 
 大規模災害発生時においては、次の方針に基づき業務を継続する。 

＜基本方針１＞ 
県民の生命、財産の保護を最優先する。さらに、被害の拡大を防止するとともに、行

政機能の低下に伴う県民生活や経済活動への影響を最小限にとどめるため、災害応急対

策を中心とした非常時優先業務を優先的に実施する。 
 

＜基本方針２＞ 
非常時優先業務の実施に必要な人員、資機材等の資源の確保・配分にあたっては、限

られた資源を最大限に有効活用するため、全庁横断的に調整する。 
 

＜基本方針３＞ 
非常時優先業務以外の通常業務は、発災後しばらくの間、積極的に休止するか、また

は、非常時優先業務の実施に支障のない範囲で実施する。 
 
（２）地域防災計画との比較 

地域防災計画は、県や市町村、防災関係機関が連携して実施すべき災害予防や災害応急対策、

復旧・復興など災害対策に係る業務を総合的に示す計画であり、一方、業務継続計画は、災害時

に県自体が被災し、利用できる資源（職員、資機材等）に制約が伴う状況下にあっても、県が実

施すべき地域防災計画に定めている災害応急対策業務や通常業務のうち非常時において優先すべ

き業務の実効性を確保するための計画である。 
 
【業務継続計画と地域防災計画の相違点】 

 業務継続計画（ＢＣＰ） 地域防災計画 
 

主 体 
 

県 
県、市町村、指定地方行政機関、指定

公共機関及び指定地方公共機関等の

防災機関 
 

計画の内容 

 

災害時に、県の業務資源が制約を受

けた場合でも、非常時優先業務を適

正に遂行できるよう、あらかじめ対

策等を検討し定めるもの 

県をはじめとする防災関係機関が、県

民の生命・財産を災害から保護するた

め、災害対策として取り組むべき内容

を定めるもの 
 

対象業務 
 

・優先度が高い通常業務 
・災害応急対策業務 
・優先度の高い復旧・復興業務 

・予防業務 
・災害応急対策業務 
・復旧・復興業務 

 
 
（３）業務継続計画の対象 

本計画の対象となる機関は、中部振興局管内（大分市、臼杵市、津久見市、由布市）の県の地

方機関とする。 
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第 2 章 被害状況の想定 
 
第２章 被害状況の想定 
１ 想定する地震災害 
業務継続計画の策定にあたっては、幅広い対策を具体的に検討するため、その前提となる災害

を特定し、当該災害が発生した際の庁舎やライフライン等の被害をイメージする必要がある。 
そこで、今後３０年以内の発生確率が７０％程度と高く、県内全域で震度５を越える揺れが想

定され、また、３ｍを超える津波が沿岸市町村を襲う南海トラフを震源とする巨大地震を本計画

で想定する災害とする。 
 
 【南海トラフの巨大地震】 
震源：東海、東南海、南海地震の連動と日向灘への拡大 
規模：モーメントマグニチュード９．１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最大津波高分布（Case11）              震度分布（陸側） 
 
２ 被害想定 
 【管内市町村の項目別地震津波被害想定（被害が最大となる冬１８時のケース）】 
全壊棟数（冬 18 時） 

揺れ 液状化 津波 火災 斜面崩壊 計 
1,532 1,313 9,133 2 9 11,989 

 
負傷者数（冬 18 時） 

建物倒壊 津波 斜面崩壊 火災 ﾌﾞﾛｯｸ塀転倒等 計 
261 3,758 0 1 35 4,055 

 
死亡者数（冬 18 時） 

建物倒壊 津波 斜面崩壊 火災 ﾌﾞﾛｯｸ塀転倒等 計 
44 11,066 0 1 1 11,112 
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第 2 章 被害状況の想定 
 
【管内市町村別地震津波被害想定（被害が最大となる冬１８時のケース）】 

 人的被害 建物被害 

死者 重篤者 重傷者 中等傷者 全壊･焼失 半壊 床上浸水 床下浸水 

大分市 5,185 4 981 2,102 4,684 10,170 7,536 3,303 

臼杵市 3,970 0 176 345 4,441 3,217 1,647 478 

津久見市 1,957  152 295 2,832 1,875 1,174 376 

由布市     32 116   

計 11,112 4 1,309 2,742 11,989 15,378 10,357 4,157 

(注)空欄はゼロ、「0」は 0 より大きく 0.5 未満。「計」は市町村ごと端数処理前の合計。 
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第 2 章 被害状況の想定 
 
【参考】地震津波被害想定を実施した３つの地震の被害等 
 

 南海トラフの巨大地震 
（冬１８時） 

別府湾の地震 
（冬１８時） 

周防灘断層群主部 
（冬５時） 

マグニチュード ９．１ ７．５ ７．２ 

 
 
 
 

 
地 
震 
動 

７  大分市、由布市  

６強 大分市   

６弱 臼杵市 臼杵市  

５強 津久見市、由布市 津久見市 大分市 

５弱   由布市 

４   臼杵市、津久見市 

 

人的被害（人） 15,167 40,956 106 

 死者数 11,112 30,785 47 

負傷者数 4,055 10,171 59 

 

物的損害（棟） 27,367 75,977 80 

 全壊･焼失 11,989 43,225 8 

半壊 15,378 32,752 72 

 

ライフライン被害 

 上水道(人口) 315,800 487,200 0 

電気(棟数) (県全体) 43,000 (県全体)   54,000   

通信(回線) (県全体) 88,000 (県全体)  200,000 (県全体) 12,000 

 

避難生活者数（人） 111,273 264,798 363 

 避難所 72,328 172,119 236 

避難所外 38,945 92,679 157 

 

孤立集落 7 6 0 
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第 2 章 被害状況の想定 
 
浸水の恐れがある県の出先機関 
 

●県庁舎別館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●大分土木事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●臼杵土木事務所 ●中部保健所 
 

● 

● 

● 
● 

- 6 -



第 3 章 非常時優先業務 
 
第３章 非常時優先業務 
災害発生時の人的・物的資源が制約された状況で業務を継続するためには、非常時優先業務を

特定し、さらに、その業務をいつ頃までに開始・再開すべきか、業務開始目標時間を検討してお

く必要がある。 
 
１ 非常時優先業務 
（１）非常時優先業務の範囲 
非常時優先業務は、「応急業務」と「優先すべき通常業務」で構成される。 
「応急業務」は、県の地域防災計画に定める災害応急活動や早期実施の優先度が高い復旧・復

興業務等である。 
  「優先すべき通常業務」は、通常行っている業務の中で、県民の安全の確保に直結するものや、

業務の中断により県民生活や地域経済等に重大な支障を及ぼすものなど発災後にあっても速やか

な開始・再開が求められる業務である。 
  なお、発災後しばらくの期間は、各種の必要資源を非常時優先業務に優先的に割り当てる必要

があるため、非常時優先業務以外の通常業務は積極的に休止するか、又は非常時優先業務の継続

に支障とならない範囲で実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            【非常時優先業務のイメージ】 
 
 
（２）業務開始目標時間 
  非常時優先業務の実施にあたっては、業務実施の時間的目標を共有して取り組む必要がある。

個々の業務の具体的な対処方針は、災害対策本部会議で示されることになるが、地震発生後の時

間経過に応じた大まかな業務開始目標を設定し、迅速な意思決定につなげる。 
 
  ○フェーズⅠ（地震発生 ～  １０時間）の目標 【初動】災害対策本部の体制確立 
  ○フェーズⅡ（１０時間 ～ １００時間）の目標 【応急】被災者の救命・救助 
  ○フェーズⅢ（１００時間～１０００時間）の目標 【復旧】県民生活の復旧 

①+② 優
先
す
べ
き

通
常
業
務 

②

①
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第 3 章 非常時優先業務 
 

なお、極力早期の業務再開を促す観点から、個々の非常時優先業務の開始目標時間について、

１時間、３時間、１２時間、１日、３日、１週間、１ヶ月と細分化した。 
 
【非常時優先業務選定の考え方】 

ﾌｪｰｽﾞ区分 主な対策 
業務開始 
目標時間 

該当業務の考え方 
非常時優先業務の例 

応急業務 優先すべき通常業務 

 
 

Ⅰ 

 
地震発生 

↓ 
10 時間 

 
【初動】 

災害対策本部 
の体制確立 

1 時間 
以内 

●初動体制の確立 ○職員の緊急参集 
○災害対策本部設置 

○県幹部との連絡 
○庁舎機能の維持 

3 時間 
以内 

●被災状況の把握 
●広域応援救助要請 
●救急･救助活動 

○被災情報の把握 
○広域応援救助要請 
○災害対策本部会議 

○職員の安否確認 

 
 
 

Ⅱ 

 
 

10 時間 
↓ 

100 時間 
 

 
 

【応急】 
被災者の 
救命･救助 

12 時間 
以内 

●応急活動 ○医療救護活動 
○緊急物資の確保･輸送 

 

1 日 
以内 

●災害救助法 
●緊急輸送体制確保 

○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援 
○管理施設の応急復旧 

○公印管守 
○ﾈｯﾄﾜｰｸ障害対応 
○税窓口業務 

3 日 
以内 

●被災地支援 
●行政機能の回復 
●住宅対策 

○被災者ﾆｰｽﾞ把握 
○相談窓口の設置 
○健康相談･心のｹｱ 

○物品調達･予算調整  
○会計事務 
○全庁ﾈｯﾄﾜｰｸ運用 

 

Ⅲ 

 
100 時間 

↓ 
1000 時間 

 
【復旧】 
県民生活の 

復旧 

1 週間 
以内 

●復旧･復興業務開始 ○応急教育活動 
○被災状況取りまとめ 

○人事管理 
○生活保護･各種手当等支給 

2 週間 
以内 

●復旧･復興業務本格化 ※復旧･復興対策の実施 ※必要に応じ、縮小･中断業務

の再開 

 
２ 非常時優先業務の選定 

「業務継続の基本方針」を踏まえ、地震発生時において県として実施すべき非常時優先業務を

「応急業務」と「優先すべき通常業務」の区分により、中部地域全所属で検討し、２０９の業務

を選定した。 
区  分 選  定  方  法 業務数 

応 急 業 務 大分県地域防災計画で定められ、地区災害対策本部で実施する業務 １２０ 
優先すべき通常業務 各部局の分掌事務のうちから重要度の高い業務を選定 ８９ 

計  ２０９ 
 

（１）応急業務 
 地震発生後、中部地区災害対策本部で実施する業務は、次のとおりである。 
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第 3 章 非常時優先業務 
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第 3 章 非常時優先業務 
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第 3 章 非常時優先業務 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）優先すべき通常業務 
地震発生後においても、県民生活に密接に関わる業務などについては、各部局において継続し

て実施することとし、その内容は次のとおりである。 
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第 3 章 非常時優先業務 
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第 3 章 非常時優先業務 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 非常時優先業務の実施に必要な人員 
 各経過時間において、非常時優先業務を遂行するために必要な人員（職員数）は次のとおり 
である。 
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第４章 業務継続体制の確保 
 
第４章 業務継続体制の確保 

地震発生時の業務継続体制を確保するためには、非常時優先業務の実施に必要な人的・物的資

源の状況を分析し、不足が予測されるものについて対策の検討が必要である。 
このうち、人的資源である職員の確保については、地震発生の時間帯により大きく左右される

ことから、勤務時間内と勤務時間外とを分けて検討する。その上で、業務に従事できる職員数を

経過時間ごとに把握し、これを非常時優先業務の必要職員数と対比することにより、業務目標開

始時間ごとの過不足を算出し、必要に応じた応援体制を検討する。 
 
１ 初動体制確保の方針 

人命救助は地震発生後７２時間が勝負といわれることから、直ちに被災状況の把握を開始する

とともに、被災者の救助・救援活動を迅速かつ的確に実施する初動体制を速やかに確保する。 
  ①地震発生後直ちに（遅くとも１０分後）、情報連絡体制を確保 
  ②地震発生３０分後には、地区災害対策本部の初動体制を構築 
  ③地震発生後１時間を目途に、第１回の地区災害対策本部会議を開催 
 
２ 職員の参集 
（１）勤務時間内の地震発生 
  ①地震発生時の行動 

地震動が収束するまでの間、職員自身及び来庁者の安全確保を図り、収束後直ちに、地区

災害対策本部の第一次要員は、中部振興局又は各対策班の指定場所に集合（※）し、そのほ

かの職員は、通常業務を一旦停止し、負傷者の救助にあたる一方、津波の浸水による被害を

避けるため、周辺から避難してきた方々とともに迅速に高い位置に移動する。 
    また、庁舎外にいる職員は、安全を確保し、帰庁又は最寄りの参集可能庁舎に参集する。 
   ※中部地区災害対策本部の設置場所は諸条件を勘案し、今後慎重に検討する。 
   

②非常時優先業務の実施 
執務室内や周辺の被災状況を確認のうえ、書類等の片付けや電源の確保、パソコンの動作

確認等により執務環境を整え、応急業務等に着手する。 
   

③家族等の安否確認 
電話による確認は輻輳等により困難が想定されることから、災害伝言ダイヤル等の非常時

の安否確認方法について家族で確認しておく。 
 
（２）勤務時間外の地震発生 
  ①職員の緊急参集 

休日、夜間等の勤務時間外に巨大地震が発生した場合、職員は連絡を待たず、原則として

徒歩又は二輪車（自転車、バイク）により参集する。（浸水のおそれのない地方機関について

は、自家用車で参集できるものとする。） 
ただし、津波による浸水の影響等を十分に考慮し、最新情報の入手や的確な状況判断など

により、職員自身の安全を確保、確認して参集するものとする。 
     なお、交通途絶などにより所定の場所に参集できない場合は、①自己の業務に関連する最

寄りの県の機関、②最寄りの振興局、③最寄りの県の機関に参集する。 
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 ②職員の安否確認 
初動体制の構築に必要な職員を確保するため、職員の安否確認を行い、参集可能職員数を

把握する。 
安否確認は、携帯電話等での連絡に合わせ、輻輳による影響が少ない携帯電話メールを用

いることとし、事前に職員のメールアドレスを確認しておくなど必要な措置を講じる。 
 
３ 参集可能職員数 
（１）参集予測 

勤務時間外に地震が発生した場合に参集が可能な職員数について、津波浸水予測調査の結果を

前提に、沿岸部は、地震発生後に津波が押し寄せて、浸水するものと想定し、職員の居住状況を

踏まえ、職員本人や家族の被災、交通事情等の条件を設定して予測する。 
【前提条件、試算方法】 
（１）津波により、浸水するおそれのある地方機関（県庁舎別館に入所している地方機関、大分土木

事務所、臼杵土木事務所）の場合 
 ①南海トラフなど広範囲を震源とするＭ９クラスの地震が発生し、大分市では震度６強、臼杵市で

は震度６弱の揺れを観測する。大津波警報が発令され、大分市では、４ｍを超える津波（地震発

生から８７分後に＋１ｍ波高の津波）、臼杵市では、５ｍを超える津波が押し寄せる（地震発生か

ら約５８分後に＋１ｍ波高の津波）と想定する。 
 ②地震発生直後の参集は、大分市では津波襲来等を勘案し、３ｋｍ以内に居住している職員が徒歩

で登庁する。その後については、津波警報は発災後丸一日経過して解除されると想定し、解除の

後、徒歩により参集するものとする。 
 ③臼杵市では津波襲来等を勘案し、あらかじめ指定された職員が臼杵市消防本部へ徒歩で参集する。

その後については、津波警報は発災後丸一日経過して解除されると想定し、解除の後、臼杵総合

庁舎へ徒歩により登庁するものとする。 
 ④地震発生から３日間は、徒歩により参集するものとし、歩行速度は、道路事情等を考慮して、平

常時（４ｋｍ／時）より遅い、３ｋｍ／時と想定する。遠距離通勤者においては、自家用車（時

速 30km/h・道路被害状況等を考慮）で浸水の被害が及ばない場所まで登庁できることとする。 
 ⑤地震発生から２週間程度で、職員の大半は勤務地への参集が可能になるものとする。しかし、自

宅の全壊や家族の死傷等により、２割（阪神・淡路の例）の職員が参集できないと想定し、８割

の参集率とする。 
 
（２）（１）以外の地方機関の場合 
 ①南海トラフなど広範囲を震源とするＭ９クラスの地震が発生し、大分市では震度６強、臼杵市で

は震度６弱の揺れを観測する。大津波警報が発令され、大分市では、４ｍを超える津波（地震発

生から８７分後に＋１ｍ波高の津波）、臼杵市では、５ｍを超える津波が押し寄せる（地震発生か

ら約５８分後に＋１ｍ波高の津波）と想定する。 
 
②地震発生直後の参集は、津波襲来等を勘案し、徒歩又は二輪車等、遠距離通勤者については自家

用車（時速 30km/h・道路被害等を考慮）で登庁する。 
 
③沿岸部を通勤経路にしている職員は、浸水の被害のないルートを選定して参集時間等を設定する。

ただし、高速道路は、緊急車両の利用で通行できないものとする。 

- 16 -



第４章 業務継続体制の確保 
 

④地震発生から２週間程度で、職員の大半は勤務地への参集が可能になるものとする。しかし、自

宅の全壊や家族の死傷等により、２割（阪神・淡路の例）の職員が参集できないと想定し、参集

率を８割とする。 
  

⑤中部保健所職員については、想定される地震や津波に庁舎が耐えられないため、「市民健康管理セ

ンター」（臼杵市戸室：コスモス病院隣）に参集するものとする。 
 
（２）予測結果 

地震発生後の経過時間ごとに参集可能職員数を予測した結果は次のとおりである。

 
実際の参集にあたっては、徒歩だけでなく、自転車やバイク等で参集する職員も想定されるた

め、予測よりも短時間でより多くの職員の参集が可能となる一方、本人及び家族の被災状況や周

辺地域の救助活動等により参集が困難となる職員も想定される。 
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（３）業務継続に必要な人員と参集可能職員数 

非常時優先業務に必要な人員と地震発生後の参集可能職員数について、勤務時間外に発生した

場合においても、発災直後の初動体制の構築に必要な人員は、確保できる見込みである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（４）勤務公署近傍地への居住義務について 

災害対策本部及び地区災害対策本部において、迅速に指揮すべき立場にある職員（中部振興局

長、各土木事務所長）について、勤務公署近傍地への居住することを義務づけ、発災後直ちに参

集（登庁）できる体制を構築している。 
 
４ 業務継続のための措置 
（１）地区災害対策本部の業務遂行体制 

①執務環境及びスペースの確保 
   会議室や共用スペース等の片付け、コピー機への不具合の対応、飲食物の確保、簡易ト  

イレ等の調達、休憩スペースの確保等を行う。 
 
②職員の持続可能な勤務のための措置 

    本部業務に従事する職員の健康管理に留意するとともに、職員の交代による勤務体制を整

え、勤務時間終了職員は必ず帰宅する。なお、帰宅が困難な場合には、庁内に確保する休憩、

仮眠スペースで休養を取る。 
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③物資等の調達 
     部局横断で取り組む中部地区災害対策本部の非常時優先業務に必要な物資等の調達に係る

予算の確保を図るとともに、会計処理の円滑な実施を図る。 
 
④帰宅困難者等への対応 

    帰宅困難な職員の休憩、仮眠のため、会議室等のスペースを確保する。 
     来庁中に被災した帰宅困難者のため、会議室等を退避場所として確保し、提供する。 

⑤負傷者の援護 
     負傷者が発生し、その付近に居合わせた際には、救命・救急措置や応急手当など必要な処

置を速やかに行い、緊急な手当が必要な負傷者や急病人については医療機関に順次搬送する。 
 
（２）職員の応援体制 
  非常時優先業務の実施にあたり、必要な人員数に過不足が生じる場合、次のとおり職員配置

の調整を行う。 
 ①地区災害対策本部の要員 
   大規模な災害が発生した地域において、あらかじめ設定した要員数が確保できない場合、  

あるいは、それを上回る人員が必要になり要員を増やす場合、地区災害対策本部長は管内  

の地方機関の長と協議のうえ、必要な人員を確保する。管内で確保が困難な場合、地区災  

害対策本部長は災害対策本部（総合調整室）に職員の応援を要請するものとする。 
   災害対策本部（総合調整室）は、総務部人事課と協議のうえ、本庁及び他の管内で非時優

先業務に従事していない職員等について、職務の専門性・職員の居住地等に配慮した要員の

派遣を検討する。 
 
②管内の地方機関の職員 

     管内の地方機関において優先すべき継続業務の実施にあたり、人員が不足する場合におい

ては、まず、１次調整として各所属内で調整（各所属の総務課で対応）することとし、さら

に、所属内で不足が生じる場合は、振興局総務部と協議のうえ、２次調整として管内の地方

機関に応援を要請する。 
 
（３）指揮命令の確保 
  地震発生時においても組織を維持し、業務を適切に継続するためには、指揮命令系統が確立さ

れていることが重要である。発災時に所属等管理職にある者が不在等になる場合においても、適

切に意思決定を行える体制を確保する。 
職務の代行については、大分県事務決裁規程（昭和４３年訓令甲第１１号）第１０条に定める

代決順位により行うこととし、意思決定権者が不在の場合には、遅滞なく代決権者が代決する。 
 
（４）専門職種の確保 
  非常時優先業務を遂行するにあたり、特別な資格や専門的な知識、技能等を必要とする場合は、

資格職種等の必要数に対し参集可能者数が充足しているか、特に留意する必要がある。 
   
  参集予測により不足が想定される職種については、他部局の応援可能職員やＯＢ職員を予め登

録しておくなど、確保対策を講じておく必要がある。 
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第５章 業務継続のための執務環境の確保 
 発災時に非常時優先業務を遂行するためには、職員の確保とともに、庁舎や電力、上下水道等執務環

境に係る施設機能の確保が必要である。 
このため、各庁舎の施設機能について、現状や被災による影響、課題を分析の上、業務継続のために

必要な対策を検討する。併せて、各庁舎が著しい損傷を受けるなどにより、使用できない場合を想定し

た対応も検討する。 
 
１．中部振興局 
（１）庁舎(中部振興局) 

【現状】 
 
【課題】 
 

○中部振興局が所在する県庁舎別館は、平成１１年及び１２年に耐震工事を完了している。 

 
●室内にある書棚やロッカー、電気製品等について、簡単に転倒し、落下しないよう措置

を講じる必要がある。 
 
【対策】 ①ロッカーの固定及びコピー機の転倒防止について、２５年度から事業に着手している。 

 
 
（２）電力(中部振興局) 

【現状】 ○被災により、外部からの電源供給がストップした場合、非常用発電設備が直ちに起動し

電源を供給する。別館は７２時間の連続稼動が可能である。 
○非常用電源対応コンセントの位置を職員が一見して判別できるよう赤色にマーキング

している。 
 
 
 
 
 
【課題】 
 

●受変電設備及び非常用発電機が地下にあり、津波で浸水した場合、使用できなくなる。 
●非常用発電機は、通常時の電力使用量をまかなう容量はなく、冷暖房設備を除いた一般

電気設備（照明、ＯＡ機器等）の概ね３０％である。 
 

【対策】 ①別館の非常用発電設備を浸水予測レベル以上の高いところに上げ、受電設備の場所を変

更する等の設置を検討する。 
②非常時の電力使用量が電力容量以下となるよう、あらかじめ使用する電気設備を選択し

ておく。 
 
 
（３）上水道(中部振興局) 

【現状】 ○上水道が断水した場合、受水槽及び高置水槽に貯留している水が使用可能である。 
 
（上水道） 
庁 舎 受水槽(m3) 高置水槽(m3/日) 使用量(m3/日) 使用可能日 
別 館 30 16 40 0.7 

                                                                  

庁舎の名称 設置場所 
供給範囲 燃料タンク 連続運転時間 備 考 

発電機 受変電設備 
別 館 地下 1 階 地下 1 階 3 割 4,560  72 時間  
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【課題】 ●津波による浸水被害が生じた場合、受水槽は使用できず、使用可能な水は高置水槽の貯

留水のみとなる。 
●地震等により配管が損傷した場合、復旧までの間使用できなくなる。 

 
【対策】 ①断水時には、残留水の給水期間ができるだけ伸長するよう、節水に努める。 

②飲料水（ペットボトル）の備蓄を検討する。 
 
 
（４）下水道(中部振興局) 

【現状】 
 
【課題】 

○下水道施設が損壊した場合は、トイレの使用を含め排水そのものができなくなる。 
 
●下水道施設が損壊した場合は、復旧に相当の時間がかかる。 

 
【対策】 ①既存洋式トイレで使用できる「災害用トイレセット」の備蓄を検討する。 

 
 
（５）電話・通信(中部振興局) 

【現状】 
 
 
 
 
 
 
 
【課題】 
 

○災害時に最も有効な通信手段である防災行政無線は、固定局１台と移動局（公用車）２

台を整備している。県庁統制局の非常用発電設備は７２時間の運転が可能である。 
○災害時優先電話が１回線分確保されており、発信規制や接続規制といった通信制限が行

われた場合でも、制限を受けずに発信を行うことができる。 
○衛星携帯電話は２台確保されている。 
○電気通信事業者による通信回線確保策（伝送路の２ルート化）に加え、移動電源車や衛

星中継通信回線の利用に関する連絡体制を確保している。 
 
●７２時間を越えて停電が続いた場合、防災行政無線の電源が確保できない。 
●携帯電話や衛星携帯電話のバッテリーの利用時間が限られることから、非常用の充電器

等の確保が必要である。 
●県庁舎別館の電話通信回線は、地下ルートの配線であり、津波による浸水で使用不能に

なる恐れがある。 
     

【対策】 ①防災行政無線を日頃から積極的に利用し、操作に習熟させる。 
②防災行政無線用の非常用発電の燃料確保、運搬方法を検討する。 
③電話通信回線の故障対策について、関係機関と連絡体制を確保しておく。 
④総務省九州総合通信局から、衛星携帯電話、ＭＣＡ無線機、可搬型衛星地球局、簡易無

線局の非常貸し出しを受ける。 
 
 
（６）情報システム(中部振興局) 

【現状】 
 
 
 
 

○情報システムを設置している大分市内のデータセンターも、耐震型フリーアクセス構造

で無停電電源装置、自家発電装置等を備え、また、係員が２４時間常駐し、不足の事態

に備えており、災害には十分に耐え得る状態にある。 
○豊の国ハイパーネットワークのネットワーク機器を置くＮＯＣ（市内のデータセンター）

及び県の庁舎、県下１３ＡＰ（アクセスポイント）は、設置場所を含め電源、構造等災
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【課題】 
 

害に耐え得る。自設の光ファイバーケーブルは情報ボックス、電線共同溝等を利用し、

極力地中化を図っている。 
○基幹システムのデータについて、バックアップや分散保管などにより、万一のデータ等

破損時にも復旧できる体制を構築している。 
 
●災害等緊急時には、情報システム及び情報通信基盤の物理的損傷、停電等により利用不

能となったシステムの早期復旧に職員だけでは対応できないことが想定される。 
●大規模災害対応では、平時の情報セキュリティポリシーの例外的な運用を求められる場

合がある。 
 

【対策】 
 

①システムの復旧は、緊急性の高い、災害復旧や住民の生活再建に必要なシステムから優

先して対応する。 
②県民生活直結の情報システムについては、平時より業務担当課と情報共有を図り、情報

管理部門による迅速かつ有効な復旧支援体制を構築する。 
③システムの早期復旧のため、運用管理等の受託事業者と、手作業による代替手段の確保

や復旧手順の確認を事前に行い、また、緊急連絡体制の構築を徹底する。 
④緊急時には、最低限の情報セキュリティは確保したうえで、外部パソコンの庁内ＬＡＮ

接続などの例外措置を認める。 
 
 
（７）燃料(中部振興局) 

【現状】 
 
 
 
【課題】 

○大分県石油商業組合と協定を結び（平成１８年１０月）、災害対策基本法第７６条に定め

る緊急通行車両や市町村等が行う炊き出し及び避難所の暖房等に必要な燃料へ優先的に

供給できる協力体制を構築している。 
 
●発災時には、深刻な油類の不足が懸念されるため、発電設備に使用する燃料（Ａ重油や

軽油）や公用車のガソリン確保対策を講じておく必要がある。 
 

【対策】 ①大分県石油商業組合との協定内容に災害対応に使用する公用車等の燃料を優先的に確保

できるような協定の見直しをする必要がある。 
 
 
（８）公用車(中部振興局) 

【現状】 
 
【課題】 

○公用車の駐車場は、ほとんどが１階である。 
 
●津波により全公用車が浸水する。 

 
【対策】 ①大手町駐車場の上層階に公用車を移動させる対策を講ずる。 

 
 
（９）庁舎機能の確保(中部振興局) 

県庁舎別館が著しい損傷を受け、あるいは、周辺地域の被災、津波による浸水などにより登庁できな

くなるなど、県庁舎別館において業務を行うことができないと判断される場合には、代替施設において

業務を行う。 
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県庁舎別館が使用できないと判断する基準は、概ね次のとおりである。 
 

【判断基準】 
 

①県庁舎別館が著しい損傷を受け、安全に業務を実施することが困難な場合 
②各種インフラ等の復旧に相当の時間を要し、県庁舎別館で継続して業務を行うことが困

難な場合 
③周辺地域が甚大な被害を受け、当分の間、職員が登庁することが困難な場合 

 
（代替施設の選定） 

災害時の大分スポーツ公園総合競技場の利用の在り方を検討するので、それに併せて検討を行う。 
 
 
２．中部保健所 

中部保健所の現在の庁舎は、想定される地震や津波に耐えられないため、大地震発生時には、職員は*
「市民健康管理センター」に避難し、その一室で臨時の保健所を立ち上げることとしている。 
そのため、以下の執務環境については、避難先である市民健康管理センターの状況を中心に記載する。 
 

*「市民健康管理センター」（臼杵市医師会立） 
住所 臼杵市戸室１１４０－１（コスモス病院隣） 電話 0972-62-2526 

 
 
（１）庁舎(中部保健所) 

【現状】 
 
【課題】 

○市民健康管理センターは、必要な建物の耐震性を満たしている。 
 
●センター室内には、業務を行うために必要な物品（備品・消耗品）がない。 

 
【対策】 ①市民健康管理センター敷地内に保健所の物置を置かせてもらい、必要な物品を保管する。 

 
 
（２）電力(中部保健所) 

【現状】 
 
 
 
【課題】 

○市民健康管理センターでは、被災により外部からの電源供給がストップした場合、非常

用発電設備が直ちに起動し電源を供給する。理論上７２時間の連続稼動が可能である（重

油が満タンでトラブルがない場合）。 
 
●当方が使用できる電力には、時間・量とも限りがある。 

 
【対策】 ①非常時の使用量が電力容量以下となるよう、あらかじめ使用する電気設備を選択してお

く。 
②発電機の備蓄を検討する。 

 
 

（３）上水道(中部保健所) 
【現状】 
 
【課題】 

○市民健康管理センターには、上水道以外の代替水源はない。 
 
●地震により上水道が断水した場合には、水の供給が途切れてしまう。 
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【対策】 ①断水時には、残留水の給水期間ができるだけ伸長するよう、節水に努める。 
②飲料水（ペットボトル）の備蓄を検討する。 

 
 
（４）下水道(中部保健所) 

【現状】 
 
【課題】 

○下水道施設が損壊した場合は、トイレの使用を含め排水そのものができなくなる。 
 
●下水道施設が損壊した場合は、復旧に相当の時間がかかる。 

 
【対策】 ①既存洋式トイレで使用できる「災害用トイレセット」の備蓄を検討する。 

 
 
（５）電話・通信(中部保健所) 

【現状】 
 
 
 
【課題】 

○職員が被災時に使用できるのは、最大で携帯電話（緊急携帯電話）が１台と衛星携帯電

話が２台である。 
○３台とも職員が持ち運ぶ必要がある。 
 
●市民健康管理センターで臨時保健所を立ち上げる際に、電話が届いていない可能性があ

る。 
●携帯電話や衛星携帯電話のバッテリー容量が限られている。 
●保健所の業務を行うに当たって、電話回線の絶対数が不足する。 

 
【対策】 ①衛星携帯電話のうち１台を、市民健康管理センターに置くことを検討する。 

②携帯電話や衛星携帯電話用の、非常用充電器を確保する。 
③市民健康管理センターの電話回線を借用することも検討する。 

 
 
（６）情報システム(中部保健所) 

【現状】 
 
 
 
 
【課題】 

○市民健康管理センターにはパソコンやプリンターを備蓄していない。非常時には数台確

保する必要がある。 
○インターネットへの接続は、市民健康管理センターの設備を借用することができる。 
○e-office や庁内のサーバーは、使用することができない。 
 
●業務を行うために必要なパソコンやプリンターを確保できない。 
●勤務時間内に地震が発生した際には、現庁舎から避難先にノートパソコンを１台持ち込

むこととしているが、勤務時間外では持ち込むことができない。 
 

【対策】 ①備蓄用物置に、使用していないパソコンやプリンターを備蓄する。 
②e-office や庁内サーバーのデータは、由布保健部からインターネット経由で送信してもら

う。 
 
 
（７）公用車(中部保健所) 

【現状】 ○公用車の駐車場は、すべて１階である。 
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【課題】 ●津波により全公用車が水没する。 
 

【対策】 ①現在の駐車スペースの移転を検討する必要がある。 
②被災時には、他の所属から公用車を借用する。 

 
 
（８）庁舎機能の確保(中部保健所) 

中部保健所庁舎が著しい損傷を受け、あるいは、周辺地域の被災、津波による浸水などにより登庁で

きなくなるなど、庁舎において業務を行うことができないと判断される場合には、市民健康管理センタ

ーにおいて業務を行う。 
 
庁舎が使用できないと判断する基準は、概ね次のとおりである。 
 

【判断基準】 
 

①県庁舎別館が著しい損傷を受け、安全に業務を実施することが困難な場合 
②各種インフラ等の復旧に相当の時間を要し、県庁舎別館で継続して業務を行うことが困

難な場合 
③周辺地域が甚大な被害を受け、当分の間、職員が登庁することが困難な場合 

 
 
３．中部保健所由布保健部 
（１）庁舎(由布保健部) 

【現状】 
 
【課題】 

○庁舎は、平成１２年度に設置され、必要な建物の耐震性構造を満たす。 
 
●書棚やロッカー等の転倒防止の措置を講じる必要がある。 

 
【対策】 ①ロッカーの固定及びコピー機の転倒防止について、２５年度から事業に着手している。

防止策を講じる 
 
 
（２）電力(由布保健部) 

【現状】 
 
 
【課題】 

○被災により外部からの電源供給がストップした場合、庁舎内には使用できる非常用電源

があることから、１時間程度の電源が確保できる。 
 
●非常用電源の燃料確保、継続的電源確保が必要である。 

 
【対策】 ①隣接する由布市役所庄内庁舎が非常用発電設備（連続５０Ｈ）を設置していることから、

災害時には由布市と連携しながら対応する。 
 
 
（３）上水道(由布保健部) 

【現状】 
 
【課題】 

○庄内簡易水道（公営）により給水されている。 
 
●庄内簡易水道（公営）が断水した場合の飲料水等の確保が必要である。 
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【対策】 ①隣接する由布市役所庄内庁舎の受水槽や約１㎞上流に配水池があることから、ポリタン

ク等により飲料水等を確保する。 
 
 

（４）下水道(由布保健部) 
【現状】 ○庁舎内の屎尿及び雑排水はＦＲＰ製の合併処理浄化槽により処理されている。 

 
【課題】 ●浄化槽の損壊、停電による機能低下、断水による水洗トイレの使用できなくなる。 

 
【対策】 ①浄化槽の周囲をコンクリートで固めており、損壊することはない。 

②洗浄水については周辺の水路からの確保が可能であり、停電も２～３日で復旧すれば、

浄化槽の機能に大きな支障を及ぼすことはない。 
③しかし、停電が長期間に及ぶことになれば、浄化槽の機能に支障を来すおそれがあるこ

とから、「災害用トイレセット」の備蓄を検討する必要がある。 
 
 
（５）電話・通信(由布保健部) 

【現状】 
 
【課題】 

○防災行政無線はなく、衛星携帯電話が配備されている。 
 
●衛生携帯電話のバッテリーの利用時間が限られることから非常用の充電器の確保が必要

である。また、他の通信回線等を検討する必要がある。 
 

【対策】 ①隣接する由布市と連携しながら、関係機関との連絡体制を確保していく。 
 
 
（６）燃料(由布保健部)  

【現状】 
 
【課題】 

○燃料備蓄用の設備はない。 
 
●非常用発電設備及び公用車の燃料確保対策を講じておく必要がある。 

  
【対策】 ①非常用発電設備の燃料は、常にタンクを満タンにしており、１時間は使用可能である。

また、公用車については、使用後に燃料タンクに半分以上ガソリンが残るように心がけ

ている。 
②隣接する由布市と連携しながら、災害対応に必要な燃料の確保を検討する。 

 
 
（７）公用車 

【現状】 
 
【課題】 

○公用車は、敷地内の車庫が駐車場となっている。 
 
●地震等により、車庫が損壊すれば、公用車が損傷する恐れがある。 

 
【対策】 ①車庫が容易に損壊するとは考えにくく、現状維持とする。 
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（８）庁舎機能の確保(由布保健部) 

【現状】 
 
 
【課題】 

○庁舎は、平成１２年度に設置され、必要な建物の耐震性構造を満たしており、インフラ

等の損傷は小さく、継続して業務を行うことができる。 
 
●周辺の交通網に甚大な被害を生じた場合は、職員が登庁することが著しく困難となり、

早急に業務を行うことができない。 
  

【対策】 ①継続的な業務を行うには時間がかかるものの、現庁舎において機能を継続することとす

る。 
 
 
４．大分土木事務所 
（１）庁舎(大分土木事務所) 

【現状】 
 
 
 
 
 
 
 
【課題】 

○事務所庁舎（本館・新館・別館）は、次のとおり平成２５年度現在、３館全てで耐震性

を満たす。 
・本館は、昭和４３年度築の庁舎であるが、平成１１年に耐震工事を完了している。 
・新館は、昭和５５年度築の庁舎であるが、耐震診断の結果、耐震工事不要の判断がな

されている。 
・大分港振興室庁舎は、昭和４０年度築であるが、平成１０年度に耐震工事を完了して

いる。 
 
●現在の庁舎は、耐震性は確保されてはいるが、津波による浸水予測では、現在地で２ｍ

程度の浸水が予想されているため、庁舎１階は直接的な被害を受けることになる。 
●室内にある書棚や電気製品、ロッカー等の一部について、耐震措置が講じられていない

ものがあるので簡単に転倒、落下、横滑りしないよう措置を講じる必要がある。 
●書棚が室内中心部にあったり、転倒防止の突っ張り棒では対処できない高さであったり

して、耐震措置のためには、床や壁に穴を開けて器具を取り付ける必要も考えられる。 
 
【対策】 ①現在地で業務を継続するためには、庁舎１階部の主要な機能を２階以上に移す必要があ

り、庁内各課の再配置を検討し、２階以上に主要な機能を集中させる。 
②書棚・ロッカーの固定は平成２４年度、コピー機の転倒防止については平成２５年に一

部対処済み。 
 
 
（２）電力(大分土木事務所) 

【現状】 
 
 
【課題】 

○被災により、外部からの電源供給がストップした場合の非常用発電装置は大分土木事務

所には設置されていない。 
 
●受変電設備は、本館側・振興室側とも１階にあり、津波で浸水した場合、使用できなく

なる。 
●防災無線用電源装置も１階に設置されている。 

 
【対策】 ①本館側受変電設備は平成２６年度に、１～２ｍのかさ上げ工事を実施するほか、連続運

転時間７２時間の非常用発電機を設置する予定である。 
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②振興室側受変電設備も同様の工事が行われる計画である。 
③防災対策室所管の防災無線用電源装置もかさ上げ工事を検討する。 

 
 
（３）上水道(大分土木事務所) 

【現状】 ○上水道が断水した場合、受水槽及び高架水槽に貯留している水が使用可能である。 
 
（上水道） 

 
 
 
 

【課題】 
 

●津波による浸水被害が生じた場合、受水槽は使用できず、使用可能な水は高架水槽の貯

留水のみとなる。 
・地震等により配管が損傷した場合、復旧までの間使用できなくなる。 

 ・３庁舎とも建築年が古いため、配管損傷の可能性は高い。 
 ・トイレに使用すると貯留水はすぐに底をつく。 

 
【対策】 ①断水時には、貯留水の給水期間ができるだけ伸長するよう、節水に努める。 

②飲料水の備蓄を検討し、できるだけ貯留水を使用しない。 
③水洗トイレは使用しないよう対策を講じる。 

 
  
（４）下水道(大分土木事務所) 

【現状】 
 
【課題】 

○下水道施設が損壊した場合は、トイレの使用を含め、排水そのものができなくなる。 
 
●下水道施設が損壊した場合は、復旧に相当の時間（期間）がかかる。 

 
【対策】 ①災害用トイレセットもしくは携帯トイレの備蓄を検討する。 

 
 

（５）電話・通信(大分土木事務所) 
【現状】 
 
 
 
 
 
 
 
【課題】 

○災害時に有効な防災行政無線は、固定局１台と移動局（公用車８台）を整備している。 
○ＮＴＴの災害時有線電話は、電話２回線、ＦＡＸ２回線分が確保されている。電話のう

ち１回線は代表電話である。 
○発信規制・接続規制がなされた場合でも、制限を受けずに発信を受けることができる。 
○ＮＴＴのバッテリーは３時間保つ。 
○衛星携帯電話は２台河川砂防課執務室（３階）に設置されており、津波の影響を受けな

い。 
 
●防災行政無線の電源装置及び無線室は１階にあり、津波で浸水した場合、電源が確保で

きない。 
●携帯電話、衛星携帯電話のバッテリーの利用時間が限られることから、非常用の充電器

の確保が必要である。 

庁 舎 受水槽(m3) 高置水槽(m3/日) 使用量(m3/日) 使用可能日 
本館・新館 12 2.25 2 6 
振興室 6 1.5 1 6 
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●電話回線の基盤は本館１階にあるため、津波による浸水で使用できなくなる可能性があ

る。 
●防災無線に不慣れな職員が多い。 

 
【対策】 ①防災行政無線を日頃から利用し、操作を習得する。 

②防災行政無線の電源装置のかさ上げを検討する。 
③携帯電話等の非常用充電器として、ソーラーやダイナモによる発電機の確保を検討する。 

 
 
（６）情報システム(大分土木事務所) 

【現状】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【課題】 

○河川管理・土砂災害警報装置のシステムは本庁と臼杵土木において相互に補完されてい

るため、津波で大分土木、臼杵土木がシステムダウンするおそれがあるが、本庁舎が機

能していれば補完できる。 
○トンネル内で非常事態が起きた場合にそれを知らせるトンネル非常用設備システムは、

事務所庁舎本館 階管理課と警察関係（交番等）に設置されている。 
○港湾使用管理システムは事務所大分港振興室庁舎 階に設置されており、津波被害を受

ける可能性があるが、このシステムはインターネットベースのシステムのため、ソフト

のＣＤと利用者ＩＤ・パスワードがあれば、どこでも再会できる。 
 
●トンネル非常用設備システムは、他事務所等で補完されていないので、庁舎３階等に移

設したいが、費用がかかり、移設困難である。 
 

【対策】 ①トンネル非常用設備システムがシステムダウンしたときに、これを補完するシステムを

構築する。 
②設備の３階への移設を検討する。 

 
 
（７）燃料(大分土木事務所) 

【現状】 
 
 
 
【課題】 

○大分県と大分県石油商業組合とが結んでいる災害時の協定に基づき、災害対策基本法７

６条に定める緊急通行車両に必要な燃料へ優先的に供給できる。 
○電気による空調設備がほとんどであるため、燃料をほとんど使用していない。 
 
●協定は、公用車用燃料が最優先とはされていない。      
●冬場の災害を想定した場合、燃料による暖房器具と燃料は備蓄の検討が必要である。 

 
【対策】 ①冬場の暖房を電気に頼らないものを検討する。 

 
 
（８）公用車(大分土木事務所) 

【現状】 
 
【課題】 

○公用車の駐車場は、すべて１階である。 
 
●津波により、全公用車が浸水する。 
●地震直後に広範囲の公用車の移動は困難である。 
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【対策】 ①少しでも海抜の高い大分港振興室敷地に移動させる。 
②駐車場の複数階化を検討する。 

 
 
 
（９）庁舎機能の確保(大分土木事務所) 
 大分土木事務所庁舎が著しい損傷を受け、あるいは、周辺地域の被災、津波による浸水などにより登

庁できなくなるなど、庁舎において業務を行うことができないと判断される場合には、代替施設におい

て業務を行う。 
 
 大分土木事務所庁舎が使用できないと判断する基準は、概ね次のとおりである。 
【判断基準】 
 

①県庁舎別館が著しい損傷を受け、安全に業務を実施することが困難な場合 
②各種インフラ等の復旧に相当の時間を要し、県庁舎別館で継続して業務を行うことが困

難な場合 
③周辺地域が甚大な被害を受け、当分の間、職員が登庁することが困難な場合 

 
（代替施設の選定） 
 現在地が大分市の中心部に近く、職員の参集等にも有利な位置にあることから、庁舎近隣の既存施設

の利用を検討する。また、抜本的な対策として、洪水、津波、土石流などの自然災害に強く、幹線道路

に近い場所に新設することも検討する。 
 
３．臼杵土木事務所 
（１）庁舎(臼杵土木事務所) 

【現状】 
 
 
 
 
 
【課題】 

○庁舎（本館、別館、車庫棟、機械室）の耐震性については、次のとおりである。 
・本館は、平成１３年度に耐震工事を行っている。 
・別館は、平成２年建設であり、建築基準法に定められた耐震性を有する。 
・車庫棟は、昭和５０年建設であり、その後に耐震改修は行っていない。 
・機械室は、昭和５０年建設であり、その後に耐震改修は行っていない。 

 
●室内にある書棚やロッカー、電気製品等について、簡単に転倒し、落下しないよう措置

を講じる必要がある。 
●車庫棟及び機械室は大きな地震動により倒壊する虞がある。 

 
 

【対策】 ①ロッカーの固定及びコピー機の転倒防止について、２５年度から事業に着手している。 
②車庫棟及び機械室はその構造上、耐震化が困難であり、立て替えを検討する。 

 
 

（２）電力(臼杵土木事務所) 
【現状】 
 

○被災により、外部からの電源供給がストップした場合、非常用発電設備が直ちに起動し

電源を供給する。本館は７９時間、防災行政無線は１８.５時間の連続稼動が可能である。 
○非常用コンセントの一を職員が一見して判別できるよう赤色の文字で表示している。 

 
 

- 30 -



第５章 業務継続のための執務環境の確保 
 

庁舎の名称 設置場所 
供給範囲 燃料タンク 連続運転時間 

発電機 受変電設備 
本   館 地上 1 階 地上 1 階 本館執務室 990  79 時間 
防災行政無線 地上 1 階 地上 1 階 防災行政無線機 98  18.5 時間 

 
【課題】 ●本館、防災行政無線とも、受変電設備及び非常用発電機が地上１階にあり、津波で浸水

した場合、使用できなくなる。 
 

【対策】 ①単独庁舎で、ポータブル発電機で対応可能であることから、３階に設置する予定。 
 
 

（３）上水道(臼杵土木事務所) 
【現状】 ○上水道が断水した場合、受水槽及び高置水槽に貯留している水が使用可能である。 

 
（上水道） 
庁 舎 受水槽(m3) 高置水槽(m3/日) 使用量(m3/日) 使用可能日 
本 館 8 3 2 4 

 
【課題】 ●津波による浸水被害が生じた場合、受水槽は使用できず、使用可能な水は高置水槽の貯

留水のみとなる。 
●地震等により配管が損傷した場合、復旧までの間使用できなくなる。 

 
【対策】 ①断水時には、残留水の給水期間ができるだけ伸長するよう、節水に努める。 

②飲料水（ペットボトル）の備蓄を検討する。 
 
 

（４）下水道(臼杵土木事務所) 
【現状】 
 
【課題】 

○下水道施設が損壊した場合は、トイレの使用を含め排水そのものができなくなる。 
 
●下水道施設が損壊した場合は、復旧に相当の時間がかかる。 

 
【対策】 ①既存洋式トイレで使用できる「災害用トイレセット」の備蓄を検討する 

 
 

（５）電話・通信(臼杵土木事務所) 
【現状】 
 
 
 
 
 
【課題】 

○災害時に最も有効な通信手段である防災行政無線は、固定局１台と移動局（公用車）７

台を整備している。非常用発電設備は１８.５時間の運転が可能である。 
○災害時優先電話が３回線分確保されており、発信規制や接続規制といった通信制限が行

われた場合でも、制限を受けずに発信を行うことができる。 
○衛星携帯電話を２台確保している。 
 
●携帯電話や衛星携帯電話のバッテリーの利用時間が限られることから、非常用の充電器

等の確保が必要である。 
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●庁舎の電話通信回線は、電柱による配線であり、津波による電柱の倒壊で使用不能にな

るおそれがある。 
●電話交換機及び防災行政無線用機器が本館２階にあるため、津波の際に水没の虞がある。 

 
【対策】 ①防災行政無線を日頃から積極的に利用し、操作に習熟させる。 

②防災行政無線用の非常用発電の燃料確保、運搬方法を検討する。 
③電話通信回線の故障対策について、関係機関と連絡体制を確保しておく。 
④電話交換機を３階へ移設する予定。 
⑤防災行政無線機器の３階への移設を検討する必要がある。 

 
 

（６）情報システム(臼杵土木事務所) 
【現状】 
 
 
【課題】 

○河川・ダム管理や道路情報板操作に用いる情報システムは本館２階に集中しており、津

波の際に水没のおそれがある。 
 
●情報システムの中には空調を常時稼働させた状態で運用するものがあり、大がかりな工

事と費用を要する。 
 

【対策】 ①モニタリングする機器も含め、３階への移設を検討する必要がある。 
 
 

（７）燃料(臼杵土木事務所) 
【現状】 
 
 
 
【課題】 

○大分県石油商業組合と協定を結び（平成１８年１０月）、災害対策基本法第７６条に定め

る緊急通行車両や市町村等が行う炊き出し及び避難所の暖房等に必要な燃料へ優先的に

供給できる協力体制を構築している。 
 
●発災時には、深刻な油類の不足が懸念されるため、発電設備に使用する燃料（Ａ重油や

軽油）や公用車のガソリン確保対策を講じておく必要がある。 
 

【対策】 ①大分県石油商業組合との協定内容に災害対応に使用する公用車等の燃料を優先的に確保

できるような協定の見直しをする必要がある。 
 
 

（８）公用車(臼杵土木事務所) 
【現状】 
 
【課題】 

○公用車の駐車場は、すべて地上１階である。 
 
●津波により全公用車が水没する。 

 
【対策】 ①被災していない他の事務所から借用する必要がある。 

 
 

（９）庁舎機能の確保(臼杵土木事務所) 
庁舎が著しい損傷を受け、あるいは、周辺地域の被災、津波による浸水などにより登庁できなくなる

など、庁舎において業務を行うことができないと判断される場合には、代替施設において業務を行う。 
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庁舎が使用できないと判断する基準は、概ね次のとおりである。 
 

【判断基準】 
 

①庁舎が著しい損傷を受け、安全に業務を実施することが困難な場合 
②各種インフラ等の復旧に相当の時間を要し、県庁舎で継続して業務を行うことが困難な

場合 
③周辺地域が甚大な被害を受け、当分の間、職員が登庁することが困難な場合県庁舎別館

が著しい損傷を受け、安全に業務を実施することが困難な場合 
 
（代替施設の選定） 
 津波到達予想地域外にある既存施設の利用も検討する。 
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第６章 業務継続力の向上 
１ 業務継続体制の向上 

業務継続への組織的な対応力の向上を図るためには、教育・訓練や点検・改善等の取組を継続

し、その結果等を大分県業務継続計画に反映させていくことが大事である。 
 
（１）教育・訓練 
  災害発生時、適切に業務を継続するためには、本計画に定める取組を職員に周知、浸透させる

とともに、発災時に実際に計画に沿って行動できるよう対応力を向上させることが重要である。 
  そこで、次に掲げる訓練の実施を検討する。 
  ○ 職員参集確認 
  ○ 防災ＧＩＳによる情報伝達、共有等の訓練 
  ○ 各種通信機器の操作訓練 
  ○ 地区災害対策本部の各班の初動対応訓練 
  ○ 実践的な防災訓練  ほか 
 
（２）点検・改善 
  上記の訓練等を通じて、本計画の実効性を絶えず検証するとともに、その際に発現した問題点

や教訓を踏まえ、逐次修正し改善を図る。 
  このように、訓練は、対応力の向上の機会のみにとどまらず、計画の点検・改善の機会として

も有効に活用することが重要である。 
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